
令和２年度第２回みよし市公平委員会議事録 

日時 令和３年３月３日（水） 

                       開会 午前１０時 

                       閉会 午前１０時２０分 

場所 市役所５階 政策審議会室 

 

出席者（公平委員会） 

  委員長  藤 本 光 夫      委 員  村 上 雅 則 

  委 員  倉 橋 洋 子 

   

 （事務局） 

  総務部部長 清 水 創 一     総務課副主幹 鈴 木 正 康 

  総務部次長 小野田 浩 司     総務課主査 福 上 慎 吾  

  総務部副参事 服 部   誠     総務課主査 鈴 木 寛 之 

   

次第 

１ 挨拶 

 

２ 議題 

 (1) 職員団体登録事項の変更について 

 (2) みよし市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則等の一部を改正する規

則について 

 

３ その他 

 (1) 愛知県公平委員会連合会総会等について 

 (2) 全国公平委員会連合会東海支部総会等について 

 

 

 

 

 

 



名 前 内 容 

総務部次長 

 

 

 

 

 

藤本委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課福上主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆さんお揃いですので、ただ今から令和２年度第２回み

よし市公平委員会を開催いたします。それでは開催に当たりまし

て、藤本委員長より御挨拶をいただき、委員長の進行により議事

を進めていただきたいと思います。それでは委員長よろしくお願

いします。 

 

＜挨拶＞ 

 

出席委員３名ですので、地方公務員法第１１条第１項に基づき

定足数でありますので、ただ今より令和２年度第２回みよし市公

平委員会会議を開会いたします。 

なお、本日は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除

されましたが、愛知県では、厳重警戒の宣言が発令されている状

況での会議となりますので、会議の進行については、このような

配慮を行っていきたいと考えており、御協力をお願いいたします。 

これより議事に入ります。 

議題１「職員団体登録事項の変更について」、事務職員より説明

してください。 

 

それでは、議題１の職員団体登録事項の変更につきまして、説

明させていただきます。 

資料１ページを御覧ください。 

令和３年２月１７日付けでみよし市教員組合よりみよし市職員

団体の登録に関する条例第４条第１項の規定に基づきまして、役

員の改選に伴う職員団体役員改任届が３ページから５ページまで

のとおり公平委員会に提出されております。 

公平委員会では、既に登録を受けております職員団体からこの

ような届出が提出された場合におきまして、地方公務員法及びみ

よし市職員団体の登録に関する条例の規定に基づき、その届出手

続と記載内容に問題がなければ、その変更内容を登録し、当該職

員団体に通知しなければならないことになっております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、役員の改任届につきまして委員の皆様に確認していただ

きたい点は３点ございまして、資料２ページの地方公務員法第５

３条第３項及び第４項の下線部に、この３点の規定がございます。 

１点目は、当該役員選挙において、組合の全ての構成員に対し

投票に参加する機会が与えられ、それが直接かつ秘密の投票で実

施されているかどうかという点になります。 

２点目は、当選した役員が、投票者の過半数以上の票を獲得し

ているかどうかという点になります。 

３点目は、職員団体が同一の地方公共団体の職員のみによって

組織されているかどうかという点になります。 

まず、１点目の「役員選挙が、組合の全ての構成員に対し投票

に参加する機会が与えられ、それが直接かつ秘密の投票で実施さ

れているかどうか」につきましては、資料４ページの役員改任証

明書によってみよし市教員組合選挙管理委員長が証明していま

す。役員の改任の投票が行われた日は２０２１年２月１日、各職

員の所属する学校において投票が実施されまして、組合員総数２

７７名に対して２４０名が出席し、投票方法は１人１票直接無記

名となっております。 

次に２点目の「当選した役員が、投票者の過半数以上の票を獲

得しているかどうか」につきましては、資料５ページの信任投票

結果にあります投票総数２４０名に対しまして、立候補者それぞ

れの信任票数が、投票総数の過半数を超えていることが分かりま

す。 

最後に、３点目の「同一の地方公共団体の職員のみによって組

織されているかどうか」の確認につきましては、事務職員で教育

委員会に問い合わせ、市内の小中学校に勤務している教員のみに

よって組織されていることを確認しました。以上が役員改任届の

説明となります。 

今回提出されました役員改任届を委員の皆さんに確認をしてい

ただきまして、御承認がいただければ、本日登録を行い、資料６

ページの案のとおり本日付けでみよし市教員組合に通知させてい

ただきたいと思います。 



 

 

藤本委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課福上主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本委員長 

 

 

 

 

以上、説明とさせていただきます。 

 

ただ今の説明につきまして、御質問等があればお願いします。 

  

 いかがでしょうか。 

特に、御質問等がなければ、議題１については承認するものと

いたします。 

 

次に、議題２「みよし市職員の不利益処分についての審査請求

に関する規則等の一部を改正する規則について」、事務職員より説

明してください。 

 

 議題２のみよし市職員の不利益処分についての審査請求に関す

る規則等の一部を改正する規則につきまして、説明させていただ

きます。 

資料７ページを御覧ください。 

最初に、今回の規則改正の趣旨を説明いたします。現在、国や

地方公共団体の行政手続における押印廃止の動きがございます。

このような中、本市においても、法令等で押印を求められている

ものを除き、全庁的に押印の廃止を進めており、公平委員会にお

いても、当委員会規則で定める規定のうち、押印を求める手続を

不要とするため、必要な改正を行うものでございます。 

改正の対象となる規則は、下段の内容に記載した４規則であり、

次のページに新旧対照表がありますが、いずれの規則も、法令等

で定めのない押印手続を廃止する内容の改正となっております。 

以上、説明とさせていただきます。 

 

 ただ今の説明につきまして、御質問等があればお願いします。 

 

 今回の押印廃止の手続につきましては、新聞などを見ておりま

すと、政府の施策がいろいろとありますけれども、簡素化が進ん

でいるようですね。ややこしい手続をしなくても、簡潔に、従来



 

 

 

倉橋委員 

 

 

 

 

 

総務課福上主査 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

総務課福上主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どおり推し進めていくことができ、コロナに関する補助金の支出

についても簡素化できますね。 

 

 少しよろしいでしょうか。現行の方では、「記載し、審査請求人

が記名押印しなければならない。」となっており、名前を書いて、

印鑑を押すということですよね。ということは、改正後の手続と

しては、「次に掲げる事項を記載する」けれど、審査請求人の名前

はいらない、ということですか。 

 

 はい、御質問について説明します。みよし市職員の不利益処分

についての審査請求に関する規則の新旧対照表を御覧ください。

こちらの第５条第２項第１号が略となっておりますが、この略の

中に、審査請求人の氏名、住所、生年月日などの個人の情報を記

載することになっており、審査請求人がどのような方なのかが分

かりますので、改正後における手続においては、審査請求人の記

名押印は不要となっております。 

 

ほかにいかがでしょうか。 

特になければ、議題２については承認するものといたします。 

 では、その他の事項について、説明をお願いします。 

 

 資料の１１ページ目を御覧ください。 

 その他の連絡事項としまして、１点目、愛知県公平委員会連合

会総会と事務研究会の御案内でございます。昨年９月に事務局か

ら通知があり、今年は、４月下旬に総会、１０月に事務研究会の

予定となっております。しかし、新型コロナウイルスの影響によ

り、通常どおり開催するか不明であったため、事務局へ問い合わ

せたところ、現在、開催するか否か検討中とのことでした。本日

は、予定どおり総会及び事務研究会が開催された場合、御出席い

ただける委員を決めていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 



藤本委員長 

 

総務課福上主査 

 

 

藤本委員長 

 

総務課福上主査 

 

 

 

各委員 

 

総務課福上主査 

 

 

 

 

 

藤本委員長 

 

 

 

総務課福上主査 

 

藤本委員長 

 

総務課福上主査 

 

藤本委員長 

 

総務課福上主査 

 出席できる可能性ということでよろしいでしょうか。 

 

 はい、詳細が決まり次第、委員の皆様へ改めて通知させていた

だきます。 

 

私はどちらも出席できます。 

 

 もしよろしければ、ほかの委員の方は、日付など詳細が決まり

ましたら改めてお聞きして、御回答をいただくというかたちでよ

ろしいでしょうか。 

 

＜承知された。＞ 

 

 ありがとうございました。続きまして、全国公平委員会連合会

東海支部総会について、説明をさせていただきます。こちらは、

開催期日が令和３年５月２１日となっておりますが、こちらも事

務局に確認したところ、開催方法について、書面決議を行うか検

討中とのことでした。 

 

 先程と同じように、詳細が確定しましたら、委員の皆様に連絡

をしていただき、返事をいただくということでよろしいでしょう

か。 

 

 はい、よろしくお願いいたします。委員長はいかがですか。 

 

 私は、出席の予定でお願いします。 

 

承知しました。 

 

 そのほかによろしいでしょうか。 

 

 次回の公平委員会は、令和３年７月を予定しておりますので、



 

 

藤本委員長 

 

 

 

総務部次長 

 

 

 

 

 

よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。委員の皆様から御質問などはいかが

でしょうか。ほかに特に何もなければ、これを持ちまして本日の

公平委員会を閉会いたします。 

 

 ありがとうございました。公平委員会の議事録には、委員の皆

様の署名が必要です。後日、議事録を作成し、御署名をお願いし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、お忙しいところ、ありがとうございました。 

 


